
・在宅医療・介護連携の推進
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
・生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
・地域ケア会議の推進
・高齢者の居住安定に係る施策との連携

美幌町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

重点的に取り組むことが必要な事項

資料２

地域包括ケアシステムの深化
これまでの計画において2025年（令和7年）までに構築することとされてきた地域包括ケア
システムについて、第10期計画からは2040年（令和22年）に向けて引き続き深化・推進に取
り組んでいくこととなります。
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